
船舶事故調査報告書 

令和３年６月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和２年７月３日 ０７時４０分ごろ 

発生場所 愛媛県上島町岩
いわ

城
き

島東方沖 

 長江
な が え

港長江北防波堤灯台から真方位１４７°１,１４０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１５.９′ 東経１３３°１０.０′） 

事故の概要  油タンカー松柏
しょうはく

丸は、北進中、また、引船第三十七住
すみ

吉
よし

丸は、台

船竜和
りゅうわ

１号と引船列を構成して東進中、松柏丸と竜和１号が衝突し

た。 

事故調査の経過 令和２年９月２日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 油タンカー 松柏丸、１３６トン 

   １４１４３４、麗澤海運株式会社 

Ｂ 引船 第三十七住吉丸、１９トン 

   ２７３－１１７８３広島、住広海運有限会社 

Ｃ 台船 竜和１号、総トン数不詳 

   なし、不詳 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、六級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 船首部外板に凹損 

Ｂ なし 

Ｃ 右舷中央部から船尾部外板に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 東北東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか３人が乗り組み、長江瀬戸を約９ノットの対地

速力で北進中、船長Ａが、左舷船首方に岩城島から出港してきたＢ船

がＣ船をえい
．．

航した引船列（以下「Ｂ船引船列」という。）であるこ

とを認めたが、Ｂ船引船列が北進又は南進すると思い、長江瀬戸の中

央を針路及び速力を保持して航行した。 

船長Ａは、Ｂ船引船列がＡ船の左舷船首方から右舷船首方に横切る

状況となったのを認め、主機を後進運転としたものの、Ａ船船首部と

Ｃ船右舷中央部とが衝突した。 

船長Ａは、本事故後、Ｂ船引船列を認めた際、長江瀬戸の右側寄り

を航行していれば良かったと思った。 

Ｂ船は、Ｃ船をえい
．．

航して引船列を構成し、仕向地（松永湾）に向

け、岩城島から出港して東進中、北進中のＡ船と衝突した。 



分析 Ａ船は、北進中、船長Ａが、Ｂ船引船列を左舷船首方に認めた際、

Ｂ船引船列が北進又は南進すると思い、針路及び速力を保持して航行

を続け、Ｃ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、Ｂ船引船列と接近したとき、急いで主機を後進運転とし

たものの前進行きあしを止めることができず、Ｃ船と衝突したものと

考えられる。 

Ｂ船引船列は、岩城島から出港し、Ａ船の船首方を東進中、Ｃ船が

Ａ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船引船列は、Ａ船の船首方を東進中、Ｃ船が北進中のＡ船と衝突

したものと考えられるが、船長Ｂから情報が得られなかったことか

ら、衝突に至った状況を明らかにすることはできなかった。 

原因 本事故は、Ａ船が針路及び速力を保持して航行を続け、また、Ｂ船

引船列がＡ船の船首方を東進し続けたことにより発生したものと考え

られる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、狭い水道等では、できる限り右側端に寄って航行するこ

と。 

・船長は、狭い水道等の最狭部付近で他船と接近しないよう十分に

動静を監視すること。 

・船長は、やむを得ない場合を除き、他の船舶の船首方向を横切ら

ないこと。 

 


